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■
申
告
が
必
要
な
方

◎
平
成　

年
1
月
1
日
現
在
、
田

13

無
市
ま
た
は
保
谷
市
に
住
ん
で
い

る
方
で
、

①
平
成　

年
中
に
給
与
所
得
が
あ

12

り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
　

勤
務
先
か
ら
西
東
京
市
役
所

（ア）（
旧
田
無
市
役
所
ま
た
は
旧
保
谷

市
役
所
）
に
給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
が
な
か
っ
た
方

　

給
与
の
支
払
い
を
２
か
所
以
上

（イ）の
事
業
所
な
ど
か
ら
受
け
て
い
る

方
　

給
与
所
得
の
ほ
か
に
地
代
・
家

（ウ）賃
・
原
稿
料
・
年
金
・
配
当
な
ど

の
所
得
が
あ
っ
た
方

　

平
成　

年
中
に
退
職
し
て
、
そ

（エ）

12

の
後
再
就
職
し
て
い
な
い
方

②
平
成　

年
中
に
給
与
以
外
の
所

12

得
が
あ
っ
た
方

◎ 
平
成　

年
1
月
1
日
現
在
、
田

13

無
市
ま
た
は
保
谷
市
に
住
ん
で
い

な
い
方
で
市
内
に
事
務
所
・
事
業

所
ま
た
は
家
屋
敷
を
お
持
ち
の
方

※
以
上
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
方
で
も
、
税
務
署
で
確
定
申
告

書
を
提
出
し
た
方
は
、
市
・
都
民

税
（
住
民
税
）
の
申
告
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

■
所
得
の
な
か
っ
た
方
も
申
告
を

　

平
成　

年
中
に
所
得
の
な
か
っ

12

た
方
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
申
告
す
る
こ
と
に
よ
り
非

課
税
証
明
書
の
発
行
（
都
営
住
宅

の
収
入
報
告
・
シ
ル
バ
ー
パ
ス
申

請
な
ど
に
必
要
）
や
国
民
健
康
保

険
料
、
介
護
保
険
料
の
基
礎
資
料

な
ど
に
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
さ

れ
る
方
は
申
告
書
裏
面
の
「
所
得

の
な
か
っ
た
方
」
の
記
載
欄
の
当

て
は
ま
る
所
に
記
入
し
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

■
申
告
書
が
届
か
な
い
と
き
は
ご

連
絡
を

　

平
成　

年
度
に
市
・
都
民
税（
住

12

民
税
）
の
申
告
を
し
た
方
は
、
申

告
書
を
1
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
し

た
。
2
月　

日
頃
に
な
っ
て
も
届

10

か
な
い
場
合
は
、
課
税
第
1
課
市

民
税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
申
告
に
必
要
な
書
類
な
ど

①
申
告
書
・
印
鑑
・
筆
記
具
・
電
卓

②
源
泉
徴
収
票
・
収
入
証
明
書
な

ど
平
成　

年
中
の
収
入
金
額
が
分

12

か
る
書
類

③
社
会
保
険
料
・
生
命
保
険
料
・

損
害
保
険
料
・
医
療
費
な
ど
の
控

除
を
受
け
る
場
合
に
は
、
平
成　
１２

年
中
に
支
払
っ
た
領
収
書
・
証
明

書
な
ど
（
医
療
費
に
つ
い
て
は
領

収
書
の
添
付
と
と
も
に
合
計
額
を

ご
自
身
で
計
算
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。）

④
障
害
者
の
方
は
障
害
者
手
帳
ま

た
は
証
明
書

■
申
告
の
受
付

◎
市
・
都
民
税
（
住
民
税
）
の
み

の
相
談
・
申
告
受
付
窓
口

※ 
2
月　

日
前
で
も
、
市
・
都
民

16

税
（
住
民
税
）
の
申
告
の
み
次
の

日
程
で
受
け
付
け
ま
す
。

◎
市
・
都
民
税
（
住
民
税
）
と
簡

易
な
所
得
税
の
確
定
申
告
の
相
談

・
申
告
受
付
窓
口

■ 
申
告
方
法
が
変
わ
り
ま
す

　

今
年
か
ら
、
市
役
所
で
も
税
の

申
告
書
を
ご
自
身
で
記
入
し
て
い

た
だ
く
「
自
書
申
告
」
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。
市
役
所
お
よ
び
市

内
の
出
張
窓
口
の
申
告
書
受
付
会

場
で
は
、
記
載
方
法
の
ア
ド
バ
イ

ス
も
し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

身
体
上
の
都
合
等
に
よ
り
ご
自

身
で
記
入
で
き
な
い
方
は
、
職
員

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
市
役
所
で
お
預
か
り
で
き
る
確

定
申
告
書

①
提
出
の
み
の
方
…
内
容
が
す
べ

て
記
入
済
み
の
申
告
書

②
簡
易
な
申
告
の
方
…
一
般
申
告

書
、
給
与
所
得
者
の
還
付
申
告
書

お
よ
び
公
的
年
金
等
の
申
告
書

（
事
業
所
得
者
で
収
支
内
訳
書
の

作
成
が
で
き
て
い
な
い
方
、
土
地

家
屋
等
の
譲
渡
の
分
離
申
告
、
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
の
特

殊
な
申
告
に
つ
い
て
は
東
村
山
税

務
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

■
確
定
申
告
が
必
要
な
方

◎
一
般
の
方

　

事
業
な
ど
を
営
ん
で
い
る
方
、

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
方
、
土

地
・
建
物
等
・
ゴ
ル
フ
会
員
権
お

よ
び
株
式
等
を
譲
渡
し
た
方
な
ど

で
、
平
成　

年
中
の
各
種
所
得
金

12

額
の
合
計
額
か
ら
所
得
控
除
の
合

計
額
を
差
し
引
い
た
金
額
を
基
礎

と
し
て
計
算
し
た
税
額
が
、
配
当

控
除
額
、
年
末
調
整
に
係
る
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
額
お
よ
び
定

率
減
税
額
の
合
計
額
よ
り
多
い
方

◎
給
与
所
得
の
あ
る
方

①
平
成　

年
分
の
給
与
収
入
が
2

12

千
万
円
を
超
え
る
方

②
給
与
を
1
か
所
か
ら
受
け
て
い

る
方
で
、
給
与
所
得
以
外
の
所
得

が　

万
円
を
超
え
る
方

20
③
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
方
で
、
従
た
る
給
与
等
の

金
額
と
給
与
所
得
以
外
の
所
得
と

の
合
計
が　

万
円
を
超
え
る
方

20

④
同
族
会
社
の
役
員
等
で
、
そ
の

法
人
か
ら
貸
付
金
の
利
子
や
不
動

産
の
賃
貸
料
な
ど
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
方

⑤
所
得
税
の
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ

な
い
家
事
使
用
人
、
在
日
外
国
公

館
に
勤
務
す
る
方
お
よ
び
国
外
で

支
払
を
受
け
る
給
与
等
の
あ
る
方

■ 
確
定
申
告
で
税
金
が
戻
る
方

　

税
務
署
で
の
還
付
申
告
は
、
２

月　

日
以
前
で
も
受
け
付
け
て
い

15
ま
す
。
給
与
所
得
者
で
、
雑
損
控

除
、
医
療
費
控
除
、
寄
付
金
控

除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な

ど
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
方
、
ま
た
、
年
の
中
途
で
退
職

し
た
た
め
年
末
調
整
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
方
な
ど
は
、

源
泉
徴
収
税
額
の
還
付
を
受
け
る

た
め
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
還
付

金
の
受
け
取
り
に
は
銀
行
振
込
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■ 
譲
渡
所
得
の
申
告
に
つ
い
て

土
地
（
借
地
権
）
や
建
物
な
ど
の

不
動
産
を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、

譲
渡
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
も
譲

渡
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

① 
ゴ
ル
フ
会
員
権
、
貴
金
属
、
書

画
・
骨
と
う
品
な
ど
の
資
産
を
譲

渡
し
た
場
合

② 
借
家
人
が
借
家
権
の
消
滅
の

対
価
と
し
て
立
退
料
な
ど
を
受
け

取
っ
た
場
合

③ 
土
地
や
建
物
な
ど
の
不
動
産

を
譲
渡
し
た
場
合
の
ほ
か
、「
交

換
」、「
競
売
・
公
売
」、「
借
金
の

代
わ
り
に
不
動
産
で
の
弁
済
」、

「
離
婚
な
ど
に
よ
る
慰
謝
料
と
し

て
不
動
産
を
分
与
」
な
ど
の
事
由

に
よ
り
資
産
の
譲
渡
を
し
た
場
合

■ 
申
告
書
記
入
の
際
の
ご
注
意

◎ 
申
告
書
の
１
面
、
青
色
申
告
決

算
書
お
よ
び
収
支
内
訳
書
の
用
紙

　

年
少
扶
養
親
族
（
年
齢　

歳
未

（１）

１６

満
）の
扶
養
控
除
の
額
の
割
増（　
１０

万
円
加
算
）
の
特
例
が
廃
止
さ

れ
、
平
成　

年
分
以
後
の
扶
養
控

１２

除
額
は
、
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ

ま
し
た
。

　

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
医

（２）療
費
の
範
囲
の
改
正

　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
伴
い
、

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け

る
人
的
役
務
の
提
供
の
対
価
の
一

部
が
、
医
療
費
の
範
囲
に
含
ま
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
平
成　
１２

年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て
適

用
さ
れ
ま
す
）。

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
改

（３）正
　

平
成　

年
１
月
１
日
か
ら
同
年

１３

６
月　

日
ま
で
の
間
に
居
住
の
用

３０

に
供
し
た
場
合
の
住
宅
借
入
金
等

の
年
末
残
高
の
限
度
額
を　

５
千

万
円
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

控
除
期
間
を　

年
と
し
、
控
除
期

１５

間
に
応
じ
た
控
除
率
も
次
の
と
お

り
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

（
注
）
平
成　

年
７
月
１
日
か
ら

１３

同
年　

月　

日
ま
で
の
間
に
居
住

１２

３１

の
用
に
供
し
た
場
合
の
住
宅
借
入

金
等
の
年
末
残
高
の
限
度
額
、
控

除
期
間
、
控
除
率
は
改
正
前
の
と

お
り
で
す
。

　

減
価
償
却
関
係

（4）
　

減
価
償
却
資
産
の
範
囲
に
無
形

固
定
資
産
と
し
て
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

（
平
成　

年
分
以
後
の
所
得
税
に

12

つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
）

◎
耐
用
年
数　

複
写
販
売
用
原
本

…
3
年
、
そ
の
他
…
5
年
（
研
究

開
発
用
3
年
）、
残
存
割
合
…
０

　

特
定
情
報
通
信
機
器
の
即
時
償

（5）却
の
特
例

　

適
用
期
限
が
1
年
間
延
長
さ

れ
、
平
成　

年
3
月　

日
ま
で
に

13

31

一
定
の
要
件
を
満
た
す
特
定
情
報

通
信
機
器
を
取
得
し
、
事
業
の
用

に
供
し
た
場
合
に
は
即
時
償
却
の

特
例
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　

青
色
申
告
特
別
控
除
の
改
正

（6）
　

取
引
の
内
容
を
正
規
の
簿
記
の

原
則
に
従
い
記
録
し
て
い
る
青
色

申
告
事
業
者
に
係
る
青
色
申
告
特

別
控
除
額
が　

万
円
か
ら　

万
円

４５

５５

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
（
平
成

　

年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て

１２適
用
さ
れ
ま
す
）。

■
農
業
所
得
者
の
皆
さ
ん
へ　

農
業
所
得
の
計
算
は
収
支
計
算
で

　

平
成　

年
分
所
得
税
の
確
定
申

１２

告（
平
成　

年
２
月　

日
〜
３
月

１３

１６

　

日
）か
ら
農
業
所
得
標
準
が
廃

１５止
さ
れ
ま
し
た
。農
業
所
得
標
準

の
廃
止
に
よ
り
、平
成　

年
分
以

１２

降
の
確
定
申
告
は
、収
支
計
算
に

よ
り
所
得
金
額
を
計
算
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

収
支
の
計
算
と
は
、次
の
算
式

に
よ
り
所
得
金
額
を
求
め
る
こ
と

を
い
い
ま
す
。

�　

平
成　

年
分
の
確
定
申
告
ま

１１

で
、農
業
所
得
標
準
を
適
用
し
て
、

所
得
金
額
の
計
算
を
し
て
い
た
方

も
、
平
成　

年
分
の
所
得
税
の
確

１２

定
申
告
か
ら
収
支
計
算
に
よ
り
所

得
金
額
を
計
算
す
る
と
と
も
に
、

収
入
金
額
と
必
要
経
費
の
両
方
に

つ
い
て
、
金
額
の
わ
か
る
も
の
を

記
帳
・
記
録
保
存
し
て
お
く
こ
と

が
、
必
要
に
な
り
ま
す
。

　 
総
収
入
金
額
―
必
要
経
費

　

＝
所
得
金
額

日　　　程所　　在　　地会　　　場

２月６日(火）新町５～２～７新町福祉会館

２月７日(水）柳沢１～１５～１柳沢公民館

２月８日(木）住吉町６～１～２５住吉福祉会館

２月９日(金）下保谷４～３～１８下保谷福祉会館

２月１３日(火）ひばりが丘１～２～１ひばりが丘図書館

受付時間…午前９時３０分～11時30分　午後１時～４時

　改　　正　　前　　改　　正　　後　

控除期間および控除
率全期間（６年間）

住宅借入金等の
年末残高

控除期間および控除率
住宅借入金等の
年末残高

１％
２,０００万円以下
の部分

1年目から6年目まで…１％
７年目から１１年目まで

…０．７５％
１２年目から１５年目まで

…０．５０％

５,０００万円以下
の部分

０．５％
２,０００万円を超
え３,０００万円以
下の部分

　

平
成　

年
度
市
・
都
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告
と
、
平
成　

年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
受
付
が
始
ま
り

１３

12

ま
す
。

　

例
年
、
受
付
初
日
と
3
月　

日
の
締
切
日
前
に
は
窓
口
が
た
い
へ
ん
込
み
合
い
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ

15

け
そ
の
時
期
を
避
け
て
申
告
を
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。　

な
お
、
受
付
場
所
は
、
市
・
都
民
税
（
住

民
税
）
の
申
告
は
市
役
所
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は
東
村
山
税
務
署
で
す
。

◆
田
無
庁
舎
課
税
第
1
課
市
民
税
係
（�
　

・ 
1
3
1
1
内
線　

〜　

）

64

240

242

◆
保
谷
庁
舎
課
税
第
2
課
市
民
税
係
（�
　

・
2
5
2
5
内
線　

〜　

）

21

161

163

◆
東
村
山
税
務
署
（�
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
）

日　　　程所　在　地会　　　　　　　場

午前８: 30～11: ３０
午後１: ００～４: 00

２月１６日（金）～
3月１５日（木）

田無庁舎２階展示コーナー
保谷庁舎１階課税第２課窓口

午前９: ０0～11: ３０
午後１: ００～４: ３０

２月２２日（木）
２月２３日（金）

ひばりが丘児童館別館
（ひばりが丘３～１～２５）

午前９: ０0～11: ３０
午後１: ００～４: 00

２月２６日（月）
２月２７日（火）

柳橋出張所第２市民集会所
（新町１～４～２５）

時　　　間会　　　場期　　　間

午前９時30分～正午・
午後１時～4 時
受付は午後3 時まで

田無庁舎２階202・203
会議室

2月19日（月）～
2月23日（金）

スポーツセンター会議
室（中町1～5～1）

2月19日（月）、
2月２１日（水）～２３日（金）

※当会場では、確定申告書等をご自分で作成していただくようお願い
しています。おいでいただく場合には、筆記具・計算機等をご持参く
ださい。自動車での来場はご遠慮ください。

所
得
税
の
確
定
申
告
は

　
　

東
村
山
税
務
署
へ

◇
東
村
山
税
務
署
（
東
村
山
市

本
町
1
〜　

〜　
�
0
4
2
〜

20

22

3
9
4
〜
6
8
1
1
）

��������	
�
　東京税理士会東村山支部では、小規模事業者を対象に確定申告書

（譲渡、相続、贈与を除く）についての相談や申告書の作成指導等を

無料で行いますので、お気軽にご利用ください。なお、給与所得者等

の還付申告の方もご利用できます。ただし、所得金額が高額な方や相

談内容が複雑な方は税務署またはご自身で税理士にご相談ください。

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
直
接
読
み

取
り
ま
す
の
で
、
記
入
お
よ
び
提

出
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
点
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

① 
税
務
署
か
ら
お
送
り
し
た
申
告

書
等
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

② 
数
字
は
、
枠
の
中
に
１
字
ず
つ

丁
寧
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
③ 

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
や
生
命

保
険
料
控
除
、
損
害
保
険
料
控
除

な
ど
の
証
明
書
等
は
、
申
告
書
３

枚
目
（
提
出
用
乙
：
添
付
書
類
用
）

に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

④ 
青
色
申
告
決
算
書
お
よ
び
収
支

内
訳
書
等
は
、
申
告
書
に
ホ
ッ
チ

キ
ス
や
の
り
で
止
め
ず
、
申
告
書

に
挟
み
込
む
か
ク
リ
ッ
プ
止
め
し

て
く
だ
さ
い
。

■
税
務
署
か
ら
の
お
願
い　
　

◎ 
申
告
書
が
す
べ
て
記
載
で
き
た

方
は
、
郵
送
で
の
ご
提
出
を
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
、申
告
書
の「
控
」

の
返
送
が
必
要
な
方
は
、「
控
」
と

と
も
に
必
ず
切
手
を
貼
付
し
た
返

信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ

い
。

◎ 
確
定
申
告
書
の
「
控
」
に
受
付

印
の
押
印
を
希
望
す
る
方
は
、
ボ

ー
ル
ペ
ン
ま
た
は
万
年
筆
で
記
載

の
う
え
提
出
用
と
一
緒
に
お
出
し

く
だ
さ
い
。

◎ 
「
に
せ
税
理
士
」
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。納
税
者
の
依
頼
に
よ
る

税
務
代
理
・
税
務
書
類
の
作
成
・

税
務
相
談
等
は
、
税
理
士
の
登
録

を
行
っ
て
い
な
い
人
は
で
き
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
正

規
の
税
理
士
に
依
頼
し
ま
し
ょ

う
。

◎ 
税
務
署
は
土
曜
・
日
祭
日
は
休

み
で
す
。
休
み
の
日
に
申
告
書
な

ど
を
提
出
さ
れ
る
場
合
に
は
、
税

務
署
正
門
左
側
の
「
時
間
外
文
書

収
受
箱
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎ 
１
月
か
ら
４
月
中
旬
ま
で
は
、

税
務
署
の
駐
車
場
は
使
用
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
自
動
車
で
の
来
署
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

担
当
課
の
内
線
番
号
の
前
の
�田
 
・
�保
 

の
表
記
は
、
�田
 

…
田
無
庁
舎（�

　

・
１
３
１
１
）、
�保
 

…
保
谷
庁
舎（�
　

・
２
５
２
５
）を
表
し
ま
す
。

６４

２１

平
成　

年
分
の
税
制
改
正
の
あ
ら
ま
し

１２

　

投
票
日
は
２
月　

日（
日
）

１８

　

投
票
時
間
は
午
前
７
時
か
ら
午
後
８
時
ま
で

不
在
者
投
票

▽
と
き　

２
月　

日
（
日
）
〜　

日
（
土
）
午
前
８
時　

分
〜
午
後
８

１１

１７

３０

時
（
土
・
日
・
祝
日
も
同
じ
）

▽
と
こ
ろ　

①
西
東
京
市
役
所
田
無
庁
舎
２
階　

会
議
室　

②
西
東

２０３

京
市
役
所
保
谷
東
分
庁
舎
地
下
Ａ
会
議
室
（
ど
ち
ら
で
も
不
在
者
投
票

で
き
ま
す
）

　

詳
し
く
は
、
２
月
６
日
号
の「
広
報
西
東
京
」臨
時
号
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

投
票
区
・
投
票
所
が
一
部
変
更
に
な
り
ま
す

　

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
２
月　

日
（
日
）
執
行
の
西
東
京
市
長
選

１８

挙
に
つ
い
て
、
投
票
区
・
投
票
所
を
一
部
変
更
し
ま
す
。

◎
投
票
所
の
変
更
区
域

▽
変
更
区
域　

富
士
町
一
丁
目
（　

番
・　

番
）、
二
丁
目
、
三
丁
目
、

１５

１６

四
丁
目
区
域

▽
投
票
所　

富
士
町
三
丁
目
仮
設
投
票
所
（
第　

投
票
所
）

１８

◎
投
票
区
・
投
票
所
の
変
更
区
域

▽
変
更
区
域　

ひ
ば
り
が
丘
三
丁
目
（
旧
田
無
市
ひ
ば
り
が
丘
団
地
）

▽
投
票
所　

ひ
ば
り
が
丘
児
童
館
（
第　

投
票
所
、
ひ
ば
り
が
丘
三
丁

２５

目
１
番　

号
）

２５

◆
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
�保
 
�
内
線　

、　

）

５８０

５９０

市
長
職
務
執
行
者

　

西
東
京
市
長
職
務
執
行
者（
市
長
の

代
理
）に
は
、比
留
間
英
人
さ

ん（
前
保
谷

市
助
役
）が
就
任
し
ま
し
た
。任
期
は

1
月　

日
〜
２
月　

日
で
す
。

21

18

◆
広
報
広
聴
課
（
�田
 
�
内
線　

）
２１８

教
育
委
員

　

西
東
京
市
教
育
委
員
会
の
臨
時
の
教
育
委
員
に
、
井
口
範
之
さ

ん

、
勝

又
義
夫
さ

ん

、
鈴
木
と
よ
子
さ

ん

、
大
後
み
き
子
さ

ん

、
和
田
弘
美
さ

ん

の
５
人

が
１
月　

日
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
同
日
の
教
育
委
員
会
で
委

21

員
長
に
は
井
口
範
之
さ

ん

が
、
委
員
長
職
務
代
理
者
に
は
勝
又
義
夫
さ

ん

が
、
教
育
長
に
は
和
田
弘
美
さ

ん

が
選
任

さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
、
市
長
選
後
最

初
に
招
集
さ
れ
る
議
会
の
会
期
の
末
日

ま
で
で
す
。

◆
教
育
庶
務
第
１
課
（
�田
 
�
内
線　

）、
３３２

◆
教
育
庶
務
第
２
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２１１

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

　

西
東
京
市
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
に
津
村
恒
夫
さ

ん

、阿
川
輝
昭
さ

ん

、奥

津
宏
さ

ん

、鈴
木
貞
子
さ

ん

、の
４
人
が
１
月　

日
に
選
出
さ
れ
ま
し
た
。ま

21

た
、同
日
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
委
員
長
に
は
津
村
恒
夫
さ

ん

、委
員
長
職

務
代
理
者
に
は
奥
津
宏
さ

ん

が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

◆
選
挙
管
理
委
員
会
（
�保
 
�
内
線　

）
５９０

2
月　

日
は
祝
日
の
た
め

12

も
や
せ
る
ご
み
の
収
集
は
行
い
ま
せ
ん

　

2
月　

日
は
祝
日
の
た
め
、
も
や
せ
る
ご
み
の
収
集
は
、
翌
日　

日

12

13

（
火
）
に
な
り
、　

日
の
古
紙
・
古
布
の
収
集
は
お
休
み
し
ま
す
（
田

13

無
地
域
の
み
）。

粗
大
ご
み
の
申
し
込
み
は
各
地
域
の
庁
舎
へ

　

粗
大
ご
み
の
申
し
込
み
は
、
３
月　

日
ま
で
は
田
無
地
域
に
在
住
の

３１

方
は
田
無
庁
舎
に
、
保
谷
地
域
在
住
の
方
は
保
谷
庁
舎
に
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
粗
大
ご
み
処
理
シ
ー
ル
に
つ
い
て
も
、
３
月　

日
ま
で
は
田

３１

無
地
域
在
住
の
方
は
旧
田
無
市
の
も
の
、
保
谷
地
域
在
住
の
方
は
旧
保

谷
市
の
も
の
を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
ご
み
減
量
対
策
課
（
�田
 
�
内
線　

、　

）、
ご
み
対
策
課
（
�保
 
�
内
線

２６８

２６９

　

）
１１５

償
却
資
産
の
申
告
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

　

平
成　

年
度
償
却
資
産
の
申
告
書
を
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、申

１３

告
期
限
（
１
月　

日
）
が
過
ぎ
て
い
ま
す
の
で
、
至
急
提
出
し
て
く
だ

３１

さ
い
。
な
お
、
償
却
資
産
の
申
告
は
、
１
月
１
日
が
基
準
日
と
な
り
ま

す
の
で
、
田
無
地
域
（
田
無
庁
舎
）、
保
谷
地
域
（
保
谷
庁
舎
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
関
係
証
明
・
閲
覧
の
申
請
に
つ
い
て

　

３
月　

日
か

２６

ら
固
定
資
産
関

係
証
明
・
閲
覧
の

申
請
は
、下
表
の

と
お
り
と
な
り

ま
す
。保
谷
庁
舎

で
は
お
取
扱
い

で
き
る
証
明
等

が
限
ら
れ
ま
す

の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

固
定
資
産
評
価
証
明
（
登
記
用
）
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
が

所
有
者
本
人
以
外
の
場
合
は
所
有
者
か
ら
の
委
任
状
が
必
要
で
す
。

◆
課
税
第
１
課
資
産
税
係
（
�田
 
�
内
線　

、　

）

２４４

２４５

◆
課
税
第
２
課
資
産
税
係
（
�保
 
�
内
線　

、　

、　

）

１６４

１６６

１６７

※保谷庁舎での名寄帳の写しは、保谷地域
分は平成9年度から、田無地域分は平成11
年度からのものに限ります。

保谷庁舎田無庁舎

〇〇評価証明

〇〇公課証明

〇〇名寄帳の写し

〇〇住宅用家屋証明

×〇家屋滅失証明

×〇土地・家屋台帳閲覧

×〇土地公図の写し

×〇地積測量図

○ お取扱いできます　× お取扱いできません

田
無
地
域

西
東
京
市
の
市
長
職
務
執
行
者
、
教
育
委

員
、選
挙
管
理
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た

教育長
和田弘美

市長職務代理者
比留間英人

　

西
東
京
市
が
誕
生
し
た
１

月　

日
（
日
）、
田
無
庁
舎
で

２１
は
午
前
９
時
か
ら
、
保
谷
庁

舎
で
は
午
前　

時
か
ら
開
庁

10

式
が
開
か
れ
ま
し
た
。
市
議

会
議
員
や
職
員
約　

人
が
集

200

ま
っ
た
式
で
は
、
新
市
名
の

入
っ
た
銘
板
の
除
幕
、
テ
ー

プ
カ
ッ
ト
や
く
す
玉
割
り
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

比
留
間
市
長
職
務
執
行
者

か
ら
は
「
西
東
京
市
は
市
民

の
夢
と
希
望
を
も
っ
て
船
出

し
ま
し
た
。
と
も
に
手
を
携

え
協
力
し
合
い
、
明
日
を
担

う
子
ど
も
た
ち
が
誇
り
と
愛

着
を
持
つ
よ
う
な
新
し
い
ま

ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。」
と

の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

平成１２年分以後の扶養
控除額
（　）内は改正前

区　　　　分

７30,000円
（830,000円）

同居特別障害者で
ある場合年齢１６歳未満の

扶養親族に係る
扶養控除額 3８0,000円

（４80,000円）
上記以外の場合
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���������������������������������

西
東
京
市
の
市
長
職
務
執
行
者

西
東
京
市
の
市
長
職
務
執
行
者
、、
教
育
委

教
育
委

員
、選
挙
管
理
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た

員
、選
挙
管
理
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た

西東京市役所の開庁式が
田無庁舎・保谷庁舎で行われました
西東京市役所の開庁式が西東京市役所の開庁式が
田無庁舎・保谷庁舎で行われまし田無庁舎・保谷庁舎で行われましたた

��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
　

　
　
   
２
月　

日（
金
）〜
3
月　

日（
木
）　

16

15


